
       「令和８年度かごしま農福連携技術支援者育成研修」 

       に関する業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名  

  令和８年度かごしま農福連携技術支援者育成研修業務委託 

  

２ 委託業務の目的  

 農福連携の取組を推進するためには、農業・福祉双方の知識を持ち、障害者に適し

た農作業のアドバイスや現場のトラブルを解決できる人材（農福連携技術支援者等）

の確保・育成が必要である。 

 そこで、農業・福祉等の幅広い関係者を対象として、農業の現場における障害者の

雇用・就労に関して現場において指導を行う支援人材（農福連携技術支援者）を育成

する。 

 

３ 業務委託の範囲  

  ２の目的を達成するため、次の業務を行うこととする。  

 ⑴ 農福連携技術支援者育成研修の開催  

 別紙の基準プログラムに準拠したシラバス、時間割の作成及びその実施。  

 なお、シラバスは別添の農林水産省作成のシラバスを参考とし、実施内容と講師

を明らかにすること。  

 ⑵ 運営マネジメント  

   ⑴の内容を運営するために必要な次に掲げる共通業務を実施する。  

① 研修開催日程調整及び会場確保、必要な機器の設置、運営、撤収 

  （開会式及び閉会式を含む）  

② 受講者募集、受講申込受付、管理、連絡調整  

 募集は県担当課等においても実施するが、受付後の受講者名簿の管理、受講者

との連絡調整は受託者によって行う。  

③ 講師確保、日程調整  

④ 研修教材等の事前準備、配布（農林水産省作成のテキストは県で準備）  

⑤ 研修進行及び研修終了後の受講者へのアンケート作成、配布、回収、分析  

⑥  確認テスト・修了試験の実施及び採点（追試験等も含む） 

⑦ 委託契約等事務  

⑧ その他プログラムを運営する上で必要な業務  

 

４  その他の要件 

 ⑴ 委託業務実施上の留意事項 

① 受託者は、各プログラムの内容について広報その他の方法により受講者を募集

し、実施する。 

② 受託者は、経理処理について、３の事項ごとに要する経費を区分して経理し、

各々の帳票を作成する。 



  

 ⑵ その他 

 ① 受託者は、業務を企画・運営するに当たり、県と十分な調整をする。  

 ② 委託者が対面での打ち合わせを求めた場合は対応すること（３回程度鹿児島県

内で実施）。また、打合せの内容及び結果については受託者がとりまとめ、１週

間以内に委託者へ提出すること。 

 ③ 各プログラムを実施する中で、カリキュラムの追加や変更の実施が生じた場合

は県と協議の上、仕様書等の内容を変更することができる。 

 ④ この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの仕様書に定めの

ない事項については、必要に応じて、県と受託者が協議の上定めるものとする。  

 

５ 委託業務に係る支払い方法及び経費について  

 ⑴ 委託料は、原則精算払とするが、必要に応じて一部前金払を認める。  

 ⑵ 次の各号に係る経費は、支出対象外経費とする。 

① 研修に係る講師謝金、講師旅費、会場使用料やバス借上料等の使用料・賃借料、

受講生募集チラシ等の印刷製本費 

    ② 拠点となる事務所の借上経費 

③ ５万円以上の機械・器具等の備品購入費  

④ 会議等での食糧費(茶菓代を除く)  

⑤ 租税公課（消費税及び地方消費税は除く） 

  ⑥ その他業務を実施する上で必要とは認められない経費及び業務の実施に要し

た経費であることを証明できない経費 

 

６ 提出物  

  委託業務終了後、速やかに次に掲げる書類を提出すること。 

 ⑴ 業務委託終了届  

 ⑵ 委託業務完了報告書 

  ・ 講座毎の期日、場所、内容等実績を取りまとめた資料 

  ・ 受講者名簿 

・ 研修資料 

  ・ 受講者のアンケート集計資料  

  

 



（別紙）  

基準プログラム  

１ 研修概要  

（１）研修形式  

 研修は、第１講座及び第２講座の２部構成で実施する。第１講座では、農福連携

技術支援者として必要不可欠な基礎的・実務的知識を座学研修により習得し、第２

講座では、農福連携の現場で必要となる実務的な技法を習得する。なお、第１講座

に限り、集合形式での研修によらず、e ラーニング形式によることも可とする（農

林水産省作成の e ラーニング教材を使用可能）。 

 第１講座修了後には、確認テストを実施する。 

 研修期間は、第１講座３日間程度、第２講座４日間程度を組み合わせたものとす

る。 

 第２講座は、２カリキュラム（２）①ア「農福連携技術支援者の役割と実践事例」、

（２）②イの「障害特性に対応した農作業支援技法」及び（２）③アの「農作業に

おける作業細分化・難易度評価・作業割当ての技法」については、グループワーク

（演習）を行い、（２）②アの「障害福祉サービス事業の運営の実務」及び（２）

③アの「農作業における作業細分化・難易度評価・作業割当ての技法」については、

実地研修を行うものとする。   

 

（２）講師選定  

 研修講師は、農福連携を実践する農業者や福祉事業者、農業技術・農業経営や障

害者の雇用・就労を支援する機関等の職員、園芸療法等を研究・教授する大学・高

校教員等、農業と福祉、地域における農福連携に関する高度な実務的知見を有する

者を選定する。なお、「農作業に関する作業細分化・難易度評価・作業割当ての技

法」の研修講師については、農福連携技術支援者育成研修を受講するなどして同内

容を十分に理解しており、かつ地域の農福連携の取組として行われる農作業につい

て、農作業分析に関する指導ができるものを選定する。 

  

（３）受講者数  

 研修会の受講者数は２５名を上限とする。なお、多数の申し込みがあった場合は、

県と協議の上、受講者を決定するものとする。 

  

（４）実地研修の受入先  

 実地研修の受入先は、県内に所在する農業者、障害福祉サービス事業所等を選定

する。 

 なお、受入先の選定にあたっては、借り上げバス等の手配や参加者が参加しやす

い場所の確保などに努めること。 

  

（５）テキスト  

   テキストは農林水産省が作成した全国統一の研修テキスト等を用いて研修を実



施する。  

※ テキストは受託者がシラバス・時間割を作成し、県経由で農林水産省へ提出し

た後に、農林水産省から送付される。 

  

（６）アンケート  

   各講座において、受講者のアンケート調査を行うこと。  

 

２ カリキュラム  

 はじめに、「農福連携をめぐる情勢」として、農福連携をめぐる最近の政策の動向に

ついて説明を受けた後に、以下の講座を実施する。 

（１）第１講座【目安：座学講義３日間程度】 

 第１講座は農林水産省作成の e ラーニング教材等を使用し、実地研修までに受講

者各自で受講するものとする。  

 ① 農福連携概論〔座学講義〕  

 農福連携の概念、取組パターン、取組への期待とメリット・効果、農業者と社会

福祉法人等のマッチング、優良事例、今後の可能性と取組の心構え、農福連携を取

り巻く最近の情勢などについて、総合的に学ぶ。  

 ② 社会福祉や障害者雇用・障害福祉サービス事業等に関すること  

  ア 社会福祉と障害者福祉〔座学講義〕  

 障害者を保護の対象とするのみならず、権利行使の主体とする基本的な考え

方や合理的配慮の提供について、障害者権利条約や障害者差別解消法等に関連

付けて学ぶ。また、日本国憲法で保障された基本的人権、特に生存権を保障す

る観点から、心身に障害を持つ者に対して自立を支援する社会的サービスにつ

いて、基本的な考え方や歴史等を学ぶ。さらに、障害者総合支援法等に関する

基本的な考え方を学ぶ。  

  イ 障害者雇用と就労系障害福祉サービスの仕組み、関係機関の役割〔座学講義〕 

    障害者の一般就労と福祉的就労の違いについて学ぶ。  

 また、障害者総合支援法に基づき実施される就労系障害福祉サービスの種類、

目的等について学ぶ。 

 さらに、障害者雇用促進法に基づき実施される企業等における障害者雇用に

関する法定雇用率や特例子会社制度、障害者雇用納付金制度等について学ぶ。 

 加えて、地域障害者職業センター、公共職業安定所（ハローワーク）、障害

者就業・生活支援センター、特別支援学校、共同受注窓口等、障害者雇用と障

害福祉に関わる関係機関の役割を学ぶとともに、それぞれの種類、役割等を把

握する。 そして、厚生労働省の職場適応援助者（ジョブコーチ）と農林水産

省の農福連携技術支援者の違いを学ぶ。  

  ウ 障害福祉サービス事業の運営の実務〔座学講義〕  

 障害福祉サービスの事業等の人員・設備及び運営に関する基準を中心に、報酬

としての訓練等給付費等を活用した事業所運営の仕組み、農福連携における生産

活動から得られた収益と報酬の区別・取扱い、農福連携における施設外就労の仕



組み、サービス管理責任者・職業指導員・生活支援員等の役割と仕事のやり方な

どを学ぶ。また、利用者のサービス等利用計画や個別支援計画の作成、利用者の

アセスメント、事案に対するケース会議等についても学ぶ。  

  エ 障害特性と職業的課題の基礎〔座学講義〕  

 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害等の一般的な特性について、心身機

能の状態や現在解明されている医学的要因等を踏まえながら学ぶ。さらに、知的

障害、精神障害、発達障害を中心として、それぞれの特性を踏まえた一般的な支

援方法と職業的課題に関する基本的な考え方、構造化（物事の仕組みをわかりや

すくすること）の意義と手法、精神疾患等にかかる服薬・体調コントロール等に

ついて学ぶ。  

 ③ 農業や農業経営等に関すること  

  ア 農業と農村社会〔座学講義〕  

 土地を利用して有用な植物・動物を育成し、生産物を得る活動について、基本

的な考え方や歴史を学ぶ。また、農業の種類として、土地利用型・園芸作物型・

畜産型の区別とそれぞれの生産活動の特徴、必要とする労働力の内容、国の支援

策について学ぶ。さらに、人間が農業を通じて形成してきた農村社会コミュニテ

ィについての基本的な考え方や文化・歴史、近年注目されている農業と周辺産業

のつながり等の新しい効果についても学ぶ。  

  イ 農作業の一般的な特徴〔座学講義〕  

 農作業は、自然条件下において行う作業であり、天候・土壌・周辺環境や生態

系等に左右されうるため、計画に沿って作業をすることが難しい場合があるこ

と、収穫作業等は適期が短期間であり、労働力を集中的に投入しなければならな

い場合があること、屋内外での身体活動を伴うため、体調・性差・年齢等に留意

する必要があること等、実際に農作業を行う際に知っておくべき一般的な特徴に

ついて学ぶ。また、農場の環境や農作業が人の健康等にもたらす効用についての

事例と、人が本来自然や動植物との結びつきを好むというバイオフィリア仮説、

植物が持つストレス軽減特性、日々の栽培管理による身体活動機会確保などを関

連付けたり、研究データ等を基にしたりして具体的に学ぶ。 

  ウ 農業経営の仕組み〔座学講義〕  

 農業経営体の種類として個人農家・農業法人の違い、農業経営の形態として家

族経営体・組織経営体の違い、農業生産活動を行う場となる農地の種類として市

街化調整区域内農地・市街化区域内農地・生産緑地等の違い、農法として慣行農

法・有機農法・自然栽培の違い、栽培方法として土耕栽培（露地栽培・施設栽培）

・水耕栽培の違い、スマート農業等、農業経営に必要な基本的事項を学ぶ。また、

預貯金・貸付け・肥料や農機具の売買を行う農業協同組合（JA）、営農計画の作

成支援や農業技術の指導を行う都道府県の普及指導センター、農林水産省の各種

補助金の申請窓口となる地方農政局、保険業務を行う農業共済組合（NOSAI）、

農地取得の許可を行う市町村農業委員会等、農業経営を行う際に関わることが多

い機関とその役割について学ぶ。さらに、障害者への配慮にもつながりうる農業

生産工程管理（GAP）や日本農林規格（JAS）に加え、食品流通・マーケティング



の概念についても学ぶ。  

  エ 農作業の流れ〔座学講義〕  

 作付け計画、種苗の購入、育苗、耕耘（耕起）、施肥、畝立て、は種、移植・

定植、間引き、マルチング、トンネル、受粉、支柱立て、誘引、整枝（摘芽、摘

心、摘葉、摘花、摘果）、病害虫防除、除草、かん水、農薬散布、収穫、出荷調

製、保存・貯蔵、種子の採取・保存、片付け・清掃等、１年間の農作業の流れと、

各工程の意味や行う時期等を学ぶ。また、農業者が用いる農具・資材、耕耘機・

刈払機等の操作方法や、肥料・ 農薬に関する基礎知識も習得する。  

  オ 農業者による農福連携の経営実務〔座学講義〕  

 農福連携技術支援者が、農業者の目線に立って、障害者の参画が農業経営に与

えるプラスとマイナスの影響についても認識したうえで支援できるよう、農業者

が通常取っている合理的行動について学ぶ。具体的には、障害者に適した作物や

農法、障害者に割り当てる作業の選択、売上高から必要経費を差し引いた際のバ

ランスを見る損益分岐点売上高（特に、固定費を削減するための手作業の創出法、

変動費を削減するための障害者人員の導入と請負報酬単価の適正化）、農業生産

施設・農業用機械の減価償却などについて、基礎的な考え方を学ぶ。また、法人

農家における例を参考として、農業会計処理の初歩的事項を学ぶ。 

 

（２）第２講座【目安：座学講義・グループワーク（演習）１日間程度、実地研修３日

間程度（合計４日間程度）】  

 ① 農福連携の概論に関すること 

  ア 農福連携技術支援者の役割と実践事例〔座学講義、グループワーク〕 

    農福連携技術支援者と連携しながら農業経営を実践している事例や、農福連携

技術支援者研修で学んだことを活かして農福連携に継続的に取り組んでいる事

例など、農福連携技術支援者が活躍している具体的事例から、農福連携技術支援

者として求められる役割を学ぶ。また、農福連携技術支援者が現場で行う実際の

活動を想定したグループワークにより、農福連携技術支援者として現場で活動す

る実践的手法を学ぶ。 

② 社会福祉や障害者雇用・障害福祉サービス事業等に関すること  

  ア 障害福祉サービス事業の運営の実務〔実地研修〕  

 （１）②ウの事項に関して、実際に障害福祉サービス事業所を見学し、職業指

導員等が利用者支援を行う様子を確認することで、利用者の安全確保、利用者と

の距離の取り方、声掛けの仕方、人員配置の工夫など、障害福祉サービス事業所

の生産活動における障害者との具体的な接し方を学ぶ。また、生産活動を進める

様子を確認することで、請負契約に従って期日までに相応の質の成果を達成する

ための具体的工夫を学ぶ。なお、利用者のサービス等利用計画や個別支援計画の

作成、利用者のアセスメント、事案に対するケース会議については、利用者と保

護者の個人情報に関わり得ることから、利用者支援を行う様子の確認のみを実施

することも可とする。また、実際の障害福祉サービス事業所の見学に代えて、動

画を用いた事業所の紹介や、ウェブ会議システム等を用いたオンライン見学も可



とする。なお、現地までの移動手段（バス等）を手配すること。  

  イ 障害特性に対応した農作業支援技法〔グループワーク（演習）〕  

 障害者雇用における事業主の障害者に対する合理的配慮の提供義務の体現化

として、また、障害福祉サービスにおける利用者支援の手法として、手順説明や

声の掛け方、体調管理と身支度、安全確保、道具の改良・治具の導入・目印の設

置等の物理的工夫等、農作業の現場における障害者への具体的な接し方について

学ぶ。本演習は、簡単な作業を通じて障害を疑似体験し、支援の具体的工夫を体

験するものであるため、例えば、受講生の半分がアイマスクを着用しながら、ポ

リポットへの野菜の種まき・ハーブの挿し芽等の室内園芸作業を行い、残り半分

が具体的な作業指示を行うなどの実演をする。  

 ③ 農業や農業経営等に関すること  

  ア 農作業における作業細分化・難易度評価・作業割当ての技法〔座学講義・グル

ープワーク（演習）・実地研修〕  

 ビニールハウス内でのミニトマトの収穫、鎌・刈払機を用いた除草、セルトレ

イへのハクサイ・ブロッコリーのは種、露地畑でのクワ・管理機を用いたネギの

土寄せなどを題材として、一つ一つの農作業について、工程の細分化、作業遂行

時に必要な最高注意配分数（同時に払うべき注意の数）、身体の巧緻性（身体を

作業環境に適応させてどれだけ器用に行えるかという性質）等に着目した難易度

の評価、障害特性に応じた作業割当ての具体的方法を学ぶ。また、このことを通

じて、農福連携技術支援者の役割について理解を深める。 

  

（３） 修了試験の実施  

    研修の一環として、研修最終日に修了試験を実施する。  

    修了試験は、農林水産省が作成したものを使用して実施し、採点を行う（追 

   試験等も含む）。  


